
  

７ 労働組合からの賞与の要求状況 

(1) 年間臨給状況 

労働組合のある企業のうち、平成26年に賞与の要求交渉を行った企業の割合は、75.5％（前年 

77.4％）である。これらの企業について、年間臨給状況をみると、「各期型」の企業が47.1％（同 

43.5％）と最も多く、次いで「夏冬型」の企業が43.5％（同 45.9％）となっている。（第10表） 

 

第10表 企業規模、年間臨給状況別企業割合 

（単位　％）

各期型 夏冬型 冬夏型 その他 不明

平成 26 年

〔75.5〕 100.0 47.1 43.5 4.5 4.0 0.9

　5,000人以上 〔73.3〕 100.0 31.6 59.3 3.2 6.0 -

  1,000 ～ 4,999人 〔77.7〕 100.0 39.1 50.7 5.5 3.7 1.1

    300 ～   999人 〔81.5〕 100.0 43.3 47.6 5.7 1.7 1.6

    100 ～   299人 〔72.1〕 100.0 52.0 38.6 3.5 5.3 0.5

平成 25 年

〔77.4〕 100.0 43.5 45.9 5.6 4.0 1.0

　5,000人以上 〔68.9〕 100.0 26.2 64.2 3.7 5.9 -

  1,000 ～ 4,999人 〔82.0〕 100.0 40.7 45.0 7.8 6.2 0.3

    300 ～   999人 〔77.7〕 100.0 50.4 36.9 6.5 6.1 -

    100 ～   299人 〔76.7〕 100.0 41.7 49.4 4.9 2.4 1.6

注: 〔　 〕内は、労働組合のある企業に占める、賞与の要求交渉を行った企業の割合である。
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(2) 年間臨給状況が「各期型」又は「その他」の企業における賞与要求交渉の状況 

労働組合のある企業で、賞与の要求交渉を行った企業のうち、年間臨給状況が「各期型」又は「そ

の他」の企業についての、昨年の冬の賞与要求交渉を行った企業の割合は、45.3％（一昨年の冬 

44.0％）、今年の夏の賞与要求交渉を行った企業の割合は41.7％（昨年の夏 39.2％）となっている。

また、１人平均賞与要求額及び要求月数は、昨年の冬の賞与で、それぞれ609,100円（一昨年の冬 

609,146円）、2.34か月（同 2.30か月）となっており、今年の夏の賞与では、それぞれ609,109円（昨

年の夏 597,356円）、2.32か月（同 2.21か月）となっている。（第11表） 

 

第11表 企業規模別昨年の冬・今年の夏の賞与の要求交渉を行った企業割合、 

１人平均賞与要求額及び１人平均賞与要求月数 

 

昨年の冬の賞与要求交渉の状況

〔75.5〕 100.0 51.1 45.3 609,100 2.34 41.7 609,109 2.32

　5,000人以上 〔73.3〕 100.0 37.6 31.9 682,669 2.58 27.1 640,724 2.52

  1,000 ～ 4,999人 〔77.7〕 100.0 42.8 36.4 578,320 2.28 36.8 597,091 2.36

    300 ～   999人 〔81.5〕 100.0 45.0 38.7 606,688 2.24 37.1 600,060 2.14

    100 ～   299人 〔72.1〕 100.0 57.3 51.9 546,463 2.27 46.3 591,237 2.24

〔77.4〕 100.0 47.5 44.0 609,146 2.30 39.2 597,356 2.21

　5,000人以上 〔68.9〕 100.0 32.1 28.5 712,328 2.63 22.5 660,711 2.53

  1,000 ～ 4,999人 〔82.0〕 100.0 46.9 39.1 549,639 2.12 36.7 585,621 2.15

    300 ～   999人 〔77.7〕 100.0 56.6 54.7 595,216 2.28 49.0 598,842 2.21

    100 ～   299人 〔76.7〕 100.0 44.2 40.9 504,523 2.16 35.9 458,115 1.95

注：1)

2)

「その他」の企業の割合である。
3)

企業の割合である。
4)

企業の割合である。
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〔　〕内は、労働組合のある企業に占める、賞与の要求交渉を行った企業の割合である。

「年間臨給状況が「各期型」又は「その他」の企業」とは、賞与の要求交渉を行った企業に占める、年間臨給状況が「各期型」又は

「昨年の冬の賞与要求交渉を行った企業」とは、賞与の要求交渉を行った企業に占める昨年の冬の賞与要求額又は要求月数の要求があった

 



(3) 年間臨給状況が「夏冬型」又は「冬夏型」の企業における賞与要求交渉及び妥結状況 

労働組合のある企業で、賞与の要求交渉を行った企業のうち、年間臨給状況が「夏冬型」又は「冬

夏型」の企業についての、年間の賞与要求交渉を行った企業の割合は、45.5％（前年 48.5％）で、

１人平均年間賞与要求額及び年間賞与要求月数は、それぞれ1,438,313円（同 1,364,929円）、4.86

か月（同 4.64か月）となっている。また、妥結した企業の割合は、40.8％（同 45.6％）、１人平均

の「年間賞与妥結額」及び「年間賞与妥結月数」では、それぞれ1,525,112円（同 1,295,764円）、

4.74か月（同 4.30か月）となっている。（第12表） 

 

 

第12表 企業規模別年間賞与要求交渉を行った企業、妥結した企業割合、１人平均 

年間賞与要求額・要求月数及び１人平均年間賞与妥結額・妥結月数 

 

〔75.5〕 100.0 48.0 45.5 1,438,313 4.86 40.8 1,525,112 4.74

　5,000人以上 〔73.3〕 100.0 62.4 54.6 1,719,952 5.14 50.5 1,866,705 5.39

  1,000 ～ 4,999人 〔77.7〕 100.0 56.2 52.1 1,211,307 4.75 46.7 1,180,530 4.52

    300 ～   999人 〔81.5〕 100.0 53.4 51.2 1,384,715 4.65 48.4 1,322,824 4.25

    100 ～   299人 〔72.1〕 100.0 42.1 40.0 1,009,645 4.62 34.5 924,775 4.07

〔77.4〕 100.0 51.5 48.5 1,364,929 4.64 45.6 1,295,764 4.30

　5,000人以上 〔68.9〕 100.0 67.9 50.8 1,578,041 4.99 46.1 1,470,737 4.78

  1,000 ～ 4,999人 〔82.0〕 100.0 52.8 48.5 1,338,930 4.66 47.5 1,216,704 4.27

    300 ～   999人 〔77.7〕 100.0 43.4 41.0 1,382,326 4.57 38.5 1,302,538 4.18

    100 ～   299人 〔76.7〕 100.0 54.3 51.8 1,004,243 4.22 48.4 941,907 3.79

注：1)

2)

「冬夏型」の企業の割合である。

3)

4) 「妥結した企業」とは、賞与の要求交渉を行った企業に占める、年間要求交渉を行った企業のうち、年間賞与妥結額又は妥結月数があった
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〔　〕内は、労働組合のある企業に占める、賞与の要求交渉を行った企業の割合である。

「年間臨給状況が「夏冬型」又は「冬夏型」の企業」とは、賞与の要求交渉を行った企業に占める、年間臨給状況が「夏冬型」又は

 
 


